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〓業界情報〓 
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（一社）日本自動車整備振興会連合会より、本年６月中に発生した整備作業中の事故について情

報提供がありましたのでをお知らせします。 

会員事業場の皆様におかれましては、一層の事故防止に努めて頂きますようお願いたします。 

◇平成29年6月17日 発生 

6月17日午後2時ごろ、中国管内の自動車分解整備事業場において、トラックのキャビンを上げて整備作

業中、何らかの原因でキャビンのロックが外れ、下降してきたキャビンに挟まれ重傷を負う事故が発生し

ました。 

つきましては、キャビンを上げた際には、確実にロックを掛けるとともに、あて木等を入れる等、2重 3

重の安全策を行うようお願いします。 

◇平成29年6月23日 発生 

6月23日正午ごろ、北陸信越管内の自動車分解整備事業場において、男性工員が乗用車の完成検査中、完

成検査場のピット手前にて車台番号及びエンジン型式の確認を行うために外したエンジンルームカバーを

持ち視界が不良な状態であるにもかかわらず、ピットを跨ごうとしたところ、右足を踏み外し転倒したた 

めピットの縁に腰を強打し、重傷を負う事故が発生しました。 

つきましては、ピットは落下等の危険性が高いため、黄色等の線で囲むなどの対策を行うとともに、跨

りや飛び越え等は行わないよう注意してください。 

 

 

 

 

～引取業者・フロン類回収業者の登録の有効期限を確認して下さい～ 

 

 使用済自動車の「引取業者」と「フロン類回収業者」については、平成１７年１月から「使用済自動

車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）」が施行されたことに伴い、同法律に基づく県知

事の登録が必要となりました。 

 登録については、５年ごとにその更新を受けなければ登録期間（５年）の経過により失効することと

なりますので、引き続き登録を継続する場合には、登録期間満了日（登録日から５年目に当たる日の前

日）までに、下記により登録の更新を行って下さい。 

 また、５年以内に事業者・事業場の変更届を山梨運輸支局に提出した場合、更新の手続きと共に変更

届を提出いたしますので、整備振興会 指導教育部 指導課へご相談ください。 

なお、新規で認証を取得された事業者・認証を譲渡譲受された事業者は、登録の手続きをお願いいた

します。 

１．自動車リサイクル法 引取業者の更新・登録 

【申請に必要な書類】 

① 申請書 

② 誓約書 

③ 住民票(個人)※1 または登記簿謄本(法人) 

 〔発行日より３ヶ月以内のもの〕 

※1.本籍が記載されている住民票を揃えてください。本籍の記載がない住民票は、更新ができません。 

④ 自動車整備士合格証書（写し） 

⑤ 申請手数料(更新・新規登録)３，０００円（山梨県収入証紙） 

 

整備作業中の事故について 

自動車リサイクル法 引取業者・フロン類回収業者の登録の更新について 

山梨県のホームページからダウンロードできます。 

http://www.pref.yamanashi.jp/kankyo-sb/08786339986.html 
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２．自動車リサイクル法 フロン類回収業者の更新・登録 

【申請に必要な書類】 

① 申請書 

② 誓約書 

③ 住民票(個人)※2 または登記簿謄本(法人) 〔発行日より３ヶ月以内のもの〕 

※2.本籍が記載されている住民票を揃えてください。本籍の記載がない住民票は、更新ができ

ません。 

④ 申請者がフロン類回収設備の所有権を有することを証する書面 

自ら所有している場合：購入契約書、納品書、領収書、販売証明書等のうち、いずれかの写し。 

若しくは、回収機の写真（２～３枚回収機本体の全体写真と型番（プ

レートに刻印）等の写真） 

自ら所有していない場合：借用証明書、共同使用規定書、管理要領書等のうちいずれかの写し。 

⑤ フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を証明する書類 

             取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し 

               若しくは、回収機の写真（２～３枚回収機本体の全体写真と型番（プ

レートに刻印）等の写真） 

⑥ 申請手数料(更新・新規登録)３，０００円（山梨県収入証紙） 

 

３．受付場所・期間 

【(一社)山梨県自動車整備振興会 指導教育部 指導課】  

   提出期限 平成２９年８月２５日（金） 

○受付期限以降の自動車整備振興会での受付は、廃止・新規になります。 

新規登録後、自動車リサイクルシステムへの登録も必要となります。 

【山梨県内各林務環境事務所】 

登録の有効期限の概ね２ヶ月前から更新申請を受付けます。 

申請受付窓口 

林務環境事務所 住所・電話番号 管轄する地域 

中北林務環境事務所 

〒４０７－００２４ 

韮崎市本町四丁目２－４ 

北巨摩合同庁舎４階 

０５５１－２３－３０９０ 

甲府市、韮崎市、南アルプス市、

北杜市、甲斐市、中央市、昭和町

峡東林務環境事務所 

〒４０４－８６０１ 

甲州市塩山上塩後１２３９－１ 

東山梨合同庁舎３階 

０５５３－２０－２７３９ 

山梨市、笛吹市、甲州市 

峡南林務環境事務所 

〒４０９－３６０６ 

市川三郷町高田１１１－１ 

西八代合同庁舎２階 

０５５－２４０－４１４１ 

市川三郷町、富士川町、早川町、

身延町、南部町 

富士・東部 

 

林務環境事務所 

〒４０２－００５４ 

都留市田原三丁目３－３ 

南都留合同庁舎２階 

０５５４－４５－７８１１ 

富士吉田市、都留市、大月市、上

野原市、道志村、西桂町、忍野村、

山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、

小菅村、丹波山村 

山梨県のホームページからダウンロードできます。 

http://www.pref.yamanashi.jp/kankyo-sb/08786339986.html 
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国土交通省より９月、１０月の２ヶ月間を強化月間として、｢自動車点検整備推進運動｣を全国的

に展開する旨の通知がありましたのでお知らせします。マイカー点検キャンペーンと本推進運動を

併せて行い、積極的に各種イベントに参加しＰＲいたします。 

また、当運動のポスター及びチラシを配布いたしますので、各事業所におかれましても掲示等し

ていただき、ご活用下さい。 

 

平成２９年度「自動車点検整備推進運動」実施要領 抜粋 

目的 

   自動車は、国民の生活や経済の発展に必要不可欠なものであり、その役割はますます重要なものとなっている。 

一方、我が国の交通事故の発生件数は依然として厳しい状況にあり、昨年 1月には、軽井沢で発生したスキーバス事故

は世の中に大きな衝撃を与えた。それを受け同年 6月に国土交通省がとりまとめた総合的対策の中には、特に老朽化し

たバスを念頭に、車齢に応じた整備をバス事業者に求めていくことが盛り込まれ、本年 3 月には、「貸切バス予防整備

ガイドライン」を策定したところである。 

 中古のバスも数多く使用されているという現実の中で、バスの火災事故も目立ってきていることをはじめ、大型車の車

輪脱落事故や車体フレーム腐食による事故などの自動車の不具合による事故が発生していることから、安全確保のため

に確実な点検・整備（日常点検、定期点検及びその結果必要となる整備をいう。以下同じ。）を行うことが、ますます

重要となっている。 

また、環境面においても、排出ガスによる大気汚染や地球温暖化問題への対応が重要となっている。 

本来、自動車ユーザーには、自動車の不具合による事故の防止や環境保全を図ることを目的として、自動車の点検整

備の実施が義務付けられているが、そのことが自動車ユーザーに十分理解されておらず、その実施状況は十分ではない。 

また、大型車については、使用状況の過酷さ及び事故時の影響の大きさ等に鑑みれば、車両火災事故、車輪脱落事故

及び車体フレーム腐食による事故を防止するための重点的な点検の実施等の取り組みも必要である。 

  以上のことから、「不正改造車を排除する運動」と連携を図りつつ、自動車関係団体等の協力を得て、「自動車点検整

備推進運動」を全国的に展開することにより、自動車ユーザーに適切な点検・整備の実施の必要性を理解してもらうと 

ともに、大型車のユーザーにあっては、車両火災の発生部位となっている燃料装置や電気配線等の装置、ホイールの取

付状態、車体フレームの腐食状態等について、より確実な点検・整備の実施を求めることとする。 

重点項目 

１）点検・整備の必要性の啓発（女性、10代から30代の自動車ユーザー、長期使用車両の自動車ユーザーに重点を置く。） 

２）大型車に関する適切な点検・整備の実施方法についての啓発 

３）エコ整備（点検・整備によるCO2削減効果をいう。）の積極的な啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車点検整備推進運動の実施について 
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国土交通省では、自動車点検整備推進運動の一環として、大型車の火災・車輪脱落・車体腐食を

防止するために必要な点検・整備を啓発するためのツールとして、チラシを作成しました。 

会員の皆様に配布いたしますので、ご活用下さるようお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大型車の火災・車輪脱落・車体腐食防止対策啓発チラシ」について
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  子供の死亡事故は、近年減少傾向にあるものの、依然としてチャイルドシートの使用率は６０％台であ

り、平成２９年５月９日には、同乗者が２歳児とシートベルトを一緒に装着したまま事故を起こし、２歳児

が死亡するという痛ましい死亡事故が発生しております。 

  一方、最近では、インターネットにより、保安基準に適合しないチャイルドシートも販売されており、

これらの不適合品を自動車ユーザーが自覚のないまま使用している可能性があります。 

 これらのことを受け、国土交通省より、チャイルドシート等の適正使用及び基準不適合品の排除等に関し

て、下記のとおり通知がありましたので、お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チャイルドシート等の適正使用及び基準不適合品の排除等に関する周知について
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自動車整備振興会関東ブロック連絡協議会（東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨各振興

会）では、今年度の関東ブロック共同広報のＣＭキャラクターに、林家たい平さんを起用し、自動車の点検

整備促進のための広報活動（ラジオＣＭ）を実施します。 

今年度のＣＭコピーは「点検整備／高座」篇、「点検整備／長生きも芸のうち」篇、「不正改造／一人前」

篇、「不正改造／若気の至り」篇、「エコ／なぞかけ」篇、「整備士啓蒙／ありがとう」篇 

の６タイプで、ラジオＣＭによる広報活動は、山梨放送・ＦＭ富士（９月～１１月）で放送予定です。 

■放送局 

文化放送   ニッポン放送   ＴＢＳ   ＦＭ東京  Ｊ－ＷＡＶＥ  

ＢａｙＦＭ  ＦＭ横浜 Ｎａｃｋ５  茨城放送   栃木放送   ＦＭ群馬、 

山梨放送、ＦＭ富士   ( ラジオＣＭ ９月～１１月 ）  

 

 

１．「点検整備／高座」篇 

たい平 ： 林家たい平です。こうやって毎日元気に高座に上がれるのは、落語ファンの皆さん 

と、日頃の健康管理があってこそ。車だって同じです。 

ＳＥ   ： ドドンッ！ （囃子太鼓） 

ＮＡ   ： 安心なカーライフのために。車の点検整備は、国の認証を受けている信頼の整備 

工場で。 

自動車整備振興会です。 

 

 

 

 

２．「点検整備／長生きも芸のうち」篇 

たい平 ： 林家たい平です。僕らの世界では、長生きも芸のうちって言いまして。 

身体には人一倍気をつけています。車だって、長く安全にのるには点検整備が大切。 

ＳＥ   ： ドドンッ！ （囃子太鼓） 

ＮＡ    ： 車の点検整備は、国の認証を受けている信頼の整備工場で。 

自動車整備振興会です。 

 

 

 

 

３．「不正改造／一人前」篇 

たい平 ： 林家たい平です。昔、師匠に言われたんです。 

自分がやりたいように落語やってちゃダメだ。 

お客さまに望まれることができて一人前だってね。 

車の不正改造も同じ、誰が望んでます？ 

ＳＥ    ： ドドンッ！ （囃子太鼓） 

ＮＡ    ： 危険な不正改造は事故のもと。絶対にやめましょう。 

自動車整備振興会です。 

 

 

振興会関東ブロック共同広報について 
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４．「不正改造／若気の至り」篇 

たい平 ： 林家たい平です。 

若い頃はつい、自分のやりたいように芸が走ってしまって…若気の至りですね。 

でも、車の不正改造は、若気の至りでは許されません。 

ＳＥ    ： ドドンッ！ （囃子太鼓） 

ＮＡ    ： 交通事故にもつながる不正改造は、絶対にやめてください。 

自動車整備振興会です。 

 

 

 

５．「エコ／なぞかけ」篇 

たい平 ： 林家たい平です。地球の未来とかけまして、カラオケの下手な親父とときます。 

そのこころはエコー（エコ）が欠かせません。 

ＳＥ   ： ドドンッ！ （囃子太鼓） 

ＮＡ   ： エコ対策なら、まず車の点検整備から。 

車の燃費向上は、ＣＯ２削減につながります。 

自動車整備振興会です。 

 

 

 

６．「整備士啓蒙／ありがとう」篇 

たい平 ： 林家たい平です。 

落語家って、お客さんの笑顔が直に返ってくるから辞められない。 

自動車整備士も、お客さんにから直接「ありがとう」って言われるから、 

やりがいがあるんです。 

ＳＥ    ： ドドンッ！ （囃子太鼓） 

ＮＡ    ： 自動車整備士のことなら。 

たい平  ： 自動車整備振興会へお問い合わせください。 

ＮＡ    ： 自動車整備振興会です。 
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自動車整備人材の確保対策の一環として山梨運輸支局等に同行し、次の高校を訪問して校長先生、

進路指導の先生に自動車整備の仕事の社会的重要性、自動車社会の安全･安心を支える自動車整備

士の社会的貢献度の高さ、自動車整備の仕事における将来性をＰＲすることにより、自動車整備の

仕事への理解を得るとともに、高校生が自動車整備の仕事に就職する機会の確保を図ることを目的

に高等学校訪問活動を実施しました。 

                   

  ４月２４日 韮崎工業高等学校 日本航空高等学校 帝京第三高等学校 

  ４月２７日 甲府城西高等学校 増穗商業高等学校 甲斐清和高等学校  

  ５月 ２日 東海大甲府高等学校 塩山高等学校 

  ７月 ７日 笛吹高等学校 

  ７月１３日 上野原高等学校 富士北陵高等学校 都留興譲館高等学校 

  

 [参考]   自動車整備士になろう！ホームページ （人材確保育成推進協議会） 

http://jidoushaseibishi.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高等学校訪問による整備士ＰＲ活動を実施しました 

自動車整備人材確保・育成地方連絡会報告 
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【相談】 

内容：フルード交換後にＣＶＴが壊れた  

・車名：乗用車  ・登録年月：平成１７年  ・走行距離：９８，０００ｋｍ  

・相談日 平成２８年８月２２日 

２ヶ月前に新車購入時から付き合いのある販社系の整備工場（指定）に車検整備を依頼

した。工場側の推奨でオートマチックトランスミッションのフルード交換も同時に行われ

ていた。工場より車の引き渡しを受けてから乗り出すと間もなく、ボンネットの辺りから

ゴロゴロ音が聞こえてくるような感じがした。車検だから全て見てくれているので問題は

無い（その後も音の変化はない）と思って乗っていたが、帰省をするので念のため見て貰

うと、オートマチックトランスミッション（ＣＶＴ）が壊れており、ミッションの交換が

必要で新品だと総額で５１万円（リビルト品は在庫無し）との提示があった。 

  知り合いの整備工場（県内の認証工場）に確認したところ、オートマのフルードは交換後

にミッションの機能不良を起こしやすいので、交換しないのが常識となっていると言われ

た。結果的に車検直後に異音が発生するようになったことから、交換したことが原因と思

われるが、工場側は整備ミスを認めず整備保証の対象外と非を認めない。交換直後に壊れ

る可能性が有るのならば、リスクについての説明も無く勧誘するのは納得できない。 

 

【対応】 

了承の上、本社のサービス部に確認するとトラブル情報を把握しており、申告内容は概

ね間違いなく、工場側よりフルード交換を提案しており、４年前の車検時（５万７千ｋｍ

走行）にも交換（交換方式はオイルチェンジャーによる循環式）しており、今回が２回目

とのこと。相談窓口では循環式のフルード交換は不具合の発生要因になると認識している

ことから、メーカーの点検整備方式等による交換方法について確認を求めたところ、メー

カー点検整備方式によれば、原則的には交換不要であり、交換要領はドレン抜きの上部給

油口からの手動給油となり、社内的には交換ルールは定めていないとのこと。また、交換

に伴うリスクについても説明はされていなかった。 

  対応内容を確認すると、交換の必要性や作業方法等に問題があるように感じられるので、

相談者の理解は得難いと思うので、現状の説明を行い理解が得られるよう誠意を持って対

応頂けるようお願いした。 

 相談者には工場側の受付時の説明不足や因果関係は特定できない部分はあるが現状から判

断した対応を工場側にお願いしたので、話合いをされるようアドバイスした。 
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ヘッドランプ・フォグランプバルブ交換作業時の注意事項について 

ヘッドランプおよびフォグランプのバルブ交換作業の際、規格外のバルブを使用した場合や、 

取り付け状態が不適切な場合、ランプ点灯時に高温のバルブが周辺の樹脂部品に接触するなどし、

「発煙・火災」に至るおそれがあります。 

つきましては、バルブ交換作業時の注意点を以下に示しますので、確実な整備作業の実施をお願い
いたします。 

■対象車両  ハロゲンバルブでソケット部を回転して固定する仕様の車両 

■バルブ交換作業時の注意点 

以下の内容を守って正しく作業、確認を行ってください。 

１．取扱書に記載されている規格のバルブを使用してください。（純正品バルブの使用をお勧めし

ます。） 

 ・バルブのソケットタイプが適合していること。 

 ・バルブのワット数が適合していること。 

２．ソケットの斜め挿入や固定不良に注意して取り付けてください。 

 ・ランプハウジングの穴位置とソケットのツメ位置を正しく合わせてから挿し込み、ソケットを

まわして固定する。 

３．交換作業後はソケットが正しく取り付けられていることを確認してください。 

 ・目視で斜め挿入などの取り付け異常がないこと。 

 ・取り付け部を軽く揺すって、ガタや緩みがないこと。 

 ・ランプを点灯させ、取り付け部付近から光漏れがないこと。（写真参照） 

（ 補足 ） 

 社外品ＨＩＤランプへの改造について 

� 純正品ランプを社外品ＨＩＤランプに改造した場合には、バルブの取り付け不良による火
災以外にも、後付けランプユニット部品が発熱し出火に至ったと推定される事例も発生し
ていますので、社外品の取り付けはお勧めできません。 

 

整備インフォメーション
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